
 

 
 

 

 

 

 

    

応募資格 

次の①と②のいずれにも該当する方。 

①市内に在住または通勤、通学している満１８歳以上の方 

②市が設置する審議会などの委員を 3 つ以上兼任していない方 

募集人員 

４人。 

なお、様々な年代の市民委員を選出するため、下表のとおり年齢枠を設定します。 

応募者が４人に達しなかった場合、又は応募資格を満たす応募者が４人に達しなかった

場合は欠員とします。（応募者が３人の場合は、１人欠員とする。） 

年齢枠 

① ② ③ ④ 

１８歳以上 

３９歳以下 

４０歳以上 

６４歳以下 
６５歳以上 制限なし 

定員 １名 １名 １名 1 名 

※年齢は令和８年９月１日現在 

※応募がなかった年齢枠があった場合は、当該年齢枠の定員分について、 

制限なしの枠を増やすこととし、全体で４人の公募委員を選出します。 

※応募資格を満たす応募者が全体で４人以下であった場合は、抽選は行わず、 

すべての応募者を公募委員に選出します。 

任  期 令和８年９月１日から３年間 

報  酬 １回の出席につき６,５00 円(予定) 年２～４回開催予定 

応募期間 令和８年７月１日（水）から７月１７日（金）まで 

応募方法 

別紙の応募用紙に必要事項を記入の上、持参、郵送、ファックス、Ｅメールのいずれか

の方法で提出してください。（令和８年７月１７日（金）１７時１５分必着） 

※持参による受付時間：午前８時４５分から午後５時１５分まで（土日祝除く） 

※提出された書類は、返却いたしませんのでご留意ください。 

※応募用紙にて、年齢枠を記載いただく必要はありません。 

※応募用紙は市のホームページ（下記２次元コードからアクセスできます）にも 

掲載しているほか、市役所本庁舎情報公開コーナー等にも設置しています。 

選出方法 
応募者多数の場合、公開抽選を実施します。 

抽選の場合を含め、結果は応募者全員に通知します。 

江別市では、行政サービスの向上や行政運営の効率化など、市で行っている行政改革・

行政評価の方向性や推進についてのご意見をいただくため、市民委員を募集します。 

市民委員には、学識経験者や市政について識見を有する方など市が選任した委員の方と

ともに会議に参加していただきます。 

＜問い合わせ先・提出先＞ 

〒067-8674 江別市高砂町６番地 

江別市企画政策部政策推進課（政策推進担当） 

TEL     011-381-1033（課直通） 

FAX     011-381-1071 

E メール seisaku@city.ebetsu.lg.jp 

江別市行政改革推進委員会

市民委員を募集します 


